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独立行政法人農業者大学校の業務の実績に関する評価の基準

農林水産省独立行政法人評価委員会農業分科会（以下「評価委員会」という ）。

は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「法」という ）に基。

づく独立行政法人農業者大学校（以下「大学校」という ）の業務の実績に関する。

評価を行うに当たっての基準を次のとおり定める。

１ 評価の基本的考え方

（１）独立行政法人は、法第３２条の規定に基づく各事業年度に係る業務の実績に

関する評価（以下「各事業年度の実績評価」という ）及び法第３４条の規定。

（ 「 」に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価 以下 中期目標の実績評価

という ）を受けなければならないとされている。。

（ ） 、 、２ 各事業年度の実績評価は 当該事業年度における業務の実績の全体について

原則として大学校の中期計画の小項目（以下「小項目」という ）を評価単位。

とし、小項目の評価、小項目の評価結果を踏まえた中項目（以下「中項目」と

。） 、 （ 「 」 。）いう の評価 中項目の評価結果を踏まえた大項目 以下 大項目 という

の評価及び全体の評価（以下「総合評価」という ）の４段階で行うものとす。

る。なお、各項目は別紙に定めるとおりである。

（ ） 、 、３ 中期目標の実績評価は 中期目標の期間における業務の実績の全体について

（２）の例により行うものとする。

（４）評価委員会は、各事業年度の実績評価及び中期目標の実績評価の結果、大学

校の業務運営について改善すべき点が明らかとなった場合には、改善の方向に

ついて勧告するものとする。

２ 各事業年度及び中期目標の期間における実績評価の方法

（１）小項目以下の評価方法

① 小項目以下の評価は、以下のとおり行う。

ア 定量的に定められている項目の評価

Ａ：各年度の目標・計画数値の９０％以上

Ｂ：各年度の目標・計画数値の５０％以上９０％未満

Ｃ：各年度の目標・計画数値の５０％未満

イ 定性的に定められている項目の評価

Ａ：順調に実施された
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Ｂ：概ね順調に実施された

Ｃ：実施できなかった

② 小項目以下の項目において、その下に更に小さな評価項目が設定されてい

る場合、当該項目の評価は、下位項目の評価結果の積み上げにより行うもの

とする。その際、原則として、下位の各項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、

Ｃ：０点の区分により、各下位項目の評価結果を点数化した上で、下記によ

り当該上位項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「下位項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該、 、 、

上位項目に属する各下位項目の点数の合計値」とする。

③ 各項目の評価は、大学校が業務の進捗状況を記載した書類を評価委員会に

提出し、これに基づいて行うこととする。

（２）中項目の評価方法

中項目の評価は、小項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その

際、原則として、各小項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分によ

り、評価結果を点数化した上で、下記により中項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「小項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該中、 、 、

項目に属する小項目の点数の合計値」とする。

ただし 「業務運営の効率化に関する事項」における中項目「学理及び技術、

の教授に関する業務」及び「果樹農業に関する研修業務」の評価については、

上記にかかわらず （１）の①に準じて行い 「業務運営の効率化による経費、 、

の抑制」については、上記にかかわらず、以下により評価を行う。

Ａ：当該指標に対する達成度合１００％以上

Ｂ：同７０％以上１００％未満

Ｃ：同７０％未満

（３）大項目の評価方法

大項目の評価は、中項目の評価結果の積み上げにより行うものとする。その

際、原則として、各中項目につき、Ａ：２点、Ｂ：１点、Ｃ：０点の区分によ
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り、評価結果を点数化した上で、下記により大項目の評価を行う。

Ａ：満点×９／１０≦合計点

Ｂ：満点×５／１０≦合計点＜満点×９／１０

Ｃ：合計点＜満点×５／１０

※「満点」とは 「中項目の数×２点」とし 「合計点」とは 「当該大、 、 、

項目に属する中項目の点数の合計値」とする。

ただし、大項目のうち 「第３ 予算、収支計画及び資金計画 「第４ 短、 」、

期借入金の限度額」及び「第５ 剰余金の使途」については、それぞれに直接

評価指標を設定して評価を行うものとする。

大項目の評価を行うに当たっては、次の留意事項等を併せて記載するものと

し、これらも総合的に勘案することとする。

・ 当該評価を行うに至った経緯、特殊事情等

・ 中期計画に掲げられた具体的取組内容以外の評価すべき業績

・ 予期せぬ重大な社会情勢の変動に即応して特定の業務を優先して行ったた

め、予定していた業務を中止し、又はその業務量を減らざるを得なかった場

合にあっては、その経緯及び実施した特定の業務の内容

（４）総合評価

上記各項目ごとの評価を踏まえつつ、

・ 当該評価を行うに至った経緯や特殊事情等

・ 中期目標や中期計画に記載されている事項以外業務その他特筆すべき事

項

等も勘案して評価を行うものとする。

なお、必要がある場合には、業務の適正化を図るために講ずべき措置等も併

せて記載するものとする。

（５）中期目標の期間における評価

中期目標の期間における評価は、上記（１）～（４）に準じて行うものとす

る。

３ その他の留意事項

（１）当該事業年度に業務を実施しないこととされているものや要請に応じて行う

ものについては、要請等がなかった場合には、当該項目の評価を行わないこと

とする。
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（２）独立行政法人の評価のより適正な実施を図る観点から、随時評価手法等の見

直しを行うものとする。

その際、法人の事務事業の効率的かつ効果的な運営を図る観点から、評価を

行うに当たり、法人は、費用と効果の関係についての具体的な把握等に努める

ものとし、評価委員会は他の法人の状況等も踏まえつつ、こうした法人の取組

についても適切に評価するものとする。

（３）評価結果がＣとなる見込みの小項目以下の項目については、その要因分析を

十分に行うこととする。要因分析の結果、特に必要であると認められるものに

ついては、評価委員会における評価の過程において、Ａ評価又はＢ評価に修正

することも可とする。

また、とりわけ達成度合いが低いものについては、達成方法等を見直すこと

等の勧告を付すものとする。


